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 ● 韓国や中東地域（下図）でＭＥＲＳの患者発生が見られています。 

 

 ● 韓国や中東地域の流行発生地域に滞在後、日本に入国してから 2週間以内

に、発熱、咳などの症状が現れた場合には、医療機関を受診される前に、速

やかに電話にて最寄りの保健所にご連絡ください。 

  なお、流行地域に滞在中に、医療機関を受診もしくは訪問したり、ＭＥＲ

Ｓの患者に接触したり、またヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある方は対象

者となります。 

 

 ● 診断が確定するまでは、不必要に人と接触しないことを心がけてください。 

 

 （アラビア半島またはその周辺諸国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （保健所連絡先） 

             栃木県県南健康福祉センタ－ 

         健康対策課 感染症予防 

           電話  0285-22-1219 


